
 

 

 

名張市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 

１．改正の趣旨及び背景 

  消防団員等に係る損害補償については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定

める政令に従い、本市の条例で定めています。 

今回、最近の社会経済情勢に鑑みて補償基礎額の引上げを行うため、同政令の一部改

正がされることに伴い、名張市消防団員等公務災害補償条例で定める補償基礎額につい

て、所要の改正を行うものです。 

 

２．改正の内容 

（１）非常勤消防団員又は非常勤水防団員の補償基礎額を次表のとおり引き上げます。 

階級 勤務年数 改正後 現行 

団長及び副団長 

１０年未満 １３，３４０円 １２，９００円 

１０年以上２０年未満 １４，１７０円 １３，７００円 

２０年以上 １５，０００円 １４，５００円 

分団長及び副分団長 

１０年未満 １１，６７０円 １１，３００円 

１０年以上２０年未満 １２，５００円 １２，１００円 

２０年以上 １３，２４０円 １２，９００円 

部長、班長及び団員 

１０年未満 １０，０００円 ９，７００円 

１０年以上２０年未満 １０，８４０円 １０，５００円 

２０年以上 １１，６７０円 １１，３００円 

（２）消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者の補償基

礎額の最低額を９，７００円から１０，０００円に、最高額を１４，５００円から１

５，０００円に引き上げます。 

（３）その他所要の改正を行います。 
 

３．施行期日 

  令和８年４月１日から施行します。 

 

令和８年２月２日 
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